
第２期三次市子ども・子育て支援事業計画の変更について 

 

 

３ 地域子ども・子育て支援事業の充実 

（１） 地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策 

 ⑥ 地域子育て支援拠点事業 

№ 頁 項 目 変更前 変更後 
理 由 

（「確保の内容」に追記または変更） 

1 70 ○令和 5

年度以降

の「確保方

策」 

3,050 人回／月 3,110 人回／月 「すまいる」の開所

日数の変更（令和 5

年 2 月）に伴う利用

者数の変更 
1 70 ○令和 5

年度以降

の「確保方

策」 

（1 か所×30 人×20 日） 

（2 か所×20 人×20 日） 

（1 か所×30 人×25 日） 

（1 か所×20 人×25 日） 

（1 か所×20 人×5日） 

（1 か所×20 日×15 日） 

（1 か所×30 人×20 日） 

（2 か所×20 人×20 日） 

（1 か所×30 人×25 日） 

（1 か所×20 人×25 日） 

（1 か所×20 人×5日） 

（1 か所×20 日×18 日） 

 

 

 ⑦-1 利用者支援事業（基本型） 

No. 頁 項 目 変更前 変更後 
理 由 

（「確保の内容」に追記または変更） 

1 71 ○令和 5 年度以降の

「量の見込」及び

「確保方策」 

1 か所 2 か所 三次市こども発達支援センター

へ新たに専門員を配置したことに

伴う施設数の変更 

 

 

  

資料２ 



⑪ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

№ 頁 項 目 変更前 変更後 
理 由 

（「確保の内容」に追記または変更） 

1 74 〇令和 6 年度の

「確保方策」 

880 人/年間 938 人/年間 令和 6 年度三良坂放課後

児童クラブを増設，また施

設の集約化や小学校内へ移

設をするなど定員の見直し

を行った。 

 

 

小学校区別の需要量と確保の方策 

№ 頁 項 目 変更前 変更後 

理 由 

（「確保の内容」に 

追記または変更） 

1 76 〇令和 6 年度

の「確保方

策」 

三次小学校区：90 人/年間 

八次小学校区：230 人/年間 

酒河小学校区：80 人/年間 

神杉小学校区：35 人/年間 

和田小学校区：35 人/年間 

三良坂小学校区：40 人/年間 

三和小学校区：35 人/年間 

甲奴小学校区：40 人/年間 

三次小学校区：98 人/年間 

八次小学校区：210 人/年間 

酒河小学校区：100 人/年間 

神杉小学校区：40 人/年間 

和田小学校区：40 人/年間 

三良坂小学校区：70 人/年間 

三和小学校区：40 人/年間 

甲奴小学校区：45 人/年間 

令和 6 年度三

良坂放課後児童

クラブを増設，

また施設の集約

化や小学校内へ

移設をするなど

定員の見直しを

行った。 

 ※頁は，計画のページ数です。 

 

 


